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第第６６ 社会不安の除去と警察活動社会不安の除去と警察活動

(1) 経済事犯の現状

経済事犯とは、偽ブランド品等を販売する知的財産権侵害事犯、無登録で貸金業を営んだ

り高金利で貸付けを行うヤミ金融事犯、一般住宅を訪問し、うそを言って商品の販売、貴金

属の買取り、家屋修繕等を行う特定商取引等事犯、投資で運用して利益を配分するなどして

現金を集める利殖勧誘事犯、水産動植物を違法に採捕する密漁事犯などの犯罪をいい、令和

４年中、これらの検挙件数は379件でした。

また、同年中、経済事犯に悪用されるサービス等の利用不能を目的に、金融機関に預貯金

口座の凍結を依頼した件数は1,008件、携帯電話事業者に契約者の確認を求めた件数は193件、

レンタル携帯電話等事業者に解約要請をした件数は142件でした。

(2) 令和４年中の主な検挙事例

《事例１》

令和３年１月から令和４年６月までの間、電話勧誘して高齢者ら延べ約１万3,000人との間で約

２億7,900円の海産物の売買契約を締結し、商品とともに虚偽の販売業者名等を記載した書面を郵

送して交付した特定商取引法違反事件の被疑者５名を検挙しました。

（中央署、生活安全企画課、生活経済課）

《事例２》

令和４年１月、不正の利益を得る目的で、営業秘密である遊技機の当選確率の設定情報を不正に

入手し、同情報を通信機能を有するアプリケーションソフトを使用して開示するなどした不正競争

防止法違反事件の被疑者５名を検挙しました。

（白石署、生活安全企画課、生活経済課）

《事例３》

令和４年９月、アフィリエイト広告の収入を得る目的で、４年間にわたりインターネット上で違

法アップロードされた約2,500タイトル、約３万作品の著作権侵害コンテンツである動画データへ

容易にリンクできるように設定したウェブサイトを立ち上げ、約2,200万円の広告料を得ていた著

作権法違反事件の被疑者２名を検挙しました。

（西署、生活安全企画課、生活経済課）
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(1) 環境事犯の現状

ア 廃棄物事犯

北海道は、多種多様な動植物が生息する雄大で自然豊かな地域ですが、大量の廃棄物を

山林や原野に不法投棄したり野外で焼却したりといった環境を破壊する事犯が後を絶たず、

大きな社会問題となっています。一度損なわれた自然を取り戻すには長い年月と膨大な費

用が必要となり、その労力も計り知れません。

令和４年中、これらの検挙件数は340件でしたが、悪質な環境事犯の取締りを更に強化し

ています。

イ その他の事犯

環境を破壊する行為は、廃棄物事犯だけではありません。高山植物や高山帯に生息する

昆虫等は、特定の地域にしか生育しないものが多く大変貴重ですが、スノーモービルの走

行や盗掘、森林の違法伐採等による生育環境の悪化が懸念されます。

(2) 令和４年中の主な検挙事例

《事例》

令和４年３月、虻田郡豊浦町設置の資源リサイクル施設において排出された汚水約３トンを同町

内山林に不法投棄した被疑者７人を廃棄物処理法違反で検挙しました。

（伊達署、生活安全企画課、生活経済課）

(3) 環境事犯を防止するための取組

北海道の豊かな自然を犯罪から守るため、次のような対策に取り組んでいます。

ア 関係機関との連携

環境犯罪対策連絡協議会を主催しているほか、関係機関が開催する会議等にも積極的に

参加して情報交換を行うなど、連携強化を図っています。

イ 廃棄物不法投棄対策の取組

行政機関との合同による不法投棄防止啓発活動や、ヘリコプターによる監視活動を実施

しています。

ウ 自然環境保護の取組

山岳地帯などの自然保護地区において、行政機関や自然保護団体と協力し、山岳パトロ

ールや登山口における街頭啓発活動、ヘリコプターによる監視活動、スノーモービルの乗

り入れに対する警戒活動を実施しています。
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(1) 風俗関係事犯及び外国人雇用関係事犯の現状

令和４年中の道内における風俗関係事犯の検挙は159件で、前年に比べて10件減少しています。

また、外国人の不法就労助長事件は０件で、前年に比べて１件減少しました。

【風俗関係事犯の検挙件数】

(2) 令和４年中の主な検挙事例

《事例１》

令和４年４月、勝馬投票券の購入又は譲受けが禁止されている競走馬の飼養又は調教を補助

する厩務員であるにも関わらず、インターネット上のウェブサイトを利用し、地方競馬の競走

について勝馬投票券を購入した男を競馬法違反で検挙しました。

（帯広署）

《事例２》

令和４年６月、札幌市内の店舗において、北海道公安委員会からの風俗営業の許可を受けず

に、客の接待を行う酒類提供飲食店の違法営業をしていた経営者等を風営適正化法違反（無許

可営業）で検挙しました。

（中央署、保安課）

《事例３》

令和４年８月、札幌市内のマンション一室において、女性従業員を雇い、男性遊客に対して

性的マッサージを行う違法営業をしていた経営者等を風営適正化法違反（禁止地域における店

舗型性風俗特殊営業）で検挙しました。

（西署、中央署、生活安全企画課、保安課、サイバー犯罪対策課）
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《事例４》

令和４年12月、被害者を自身の住居に住まわせ、出会い系サイトを利用して不特定の男に対

し、売春の相手方として被害者に引き合わせて、売春をさせていた女等を売春防止法違反（売

春をさせる業）で検挙しました。

（中央署、保安課）

(3) 若年層の性被害予防対策

アダルトビデオ出演強要問題については、令和２年６月、性犯罪・性暴力対策の強化のた

めの関係府省対策会議において、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」が取りまとめられ、毎

年４月を「若年層の性暴力被害予防月間」として、アダルトビデオ出演の強要やＪＫビジネ

スの問題を含めた若年層の性被害についての広報・啓発を集中的に実施するなど政府一体と

なった各種対策を推進中であり、北海道警察においても各種対策を推進しています。

ア 取締りの推進

令和４年中、道内におけるアダルトビデオ出演被害問題に関する検挙はありませんでし

たが、各種法令の適用を視野に入れた取締りの推進や、主要な駅や繁華街等の路上等で行

われるスカウト行為に対し、指導・警告を推進するとともに、関係機関や地域と連携した

広報啓発を実施するなど、総合的な取組を推進しています。

イ 広報・啓発の推進

教育委員会や学校等の関係機関、企業等と連携し、大学や高校等におけるイベントやオ

リエンテーション、被害防止教室等の機会を通じて被害防止活動を実施しているほか、ホ

ームページやポスター、リーフレットを使用した広報資料や、テレビやラジオ、ＳＮＳを

活用した被害防止の広報啓発を行っています。

ウ 相談体制の充実

令和４年中、道内におけるアダルトビデオ出演被害問題に関する相談はありませんでし

たが、警察本部、警察署、交番等の相談窓口において、同問題に係る相談を24時間受け付

けています。

また、相談の際はプライバシーが守られることや、事件以外においても、適切な助言や

専門機関の紹介を行うこととしています。


